
 

国民年金基金の年金請求につきましては、年金を受け取れる年齢に達するお誕生月の前月末

に、ご登録住所あてに手続き用紙を発送いたします。 

万一、用紙が届かない、もしくは紛失・汚損したなどの場合は、次頁以降の年金請求書を印刷

してお使いいただけます。 

年金を受給する権利は満６５歳（Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ型加入の方は満６０歳）のお誕生日の前日に発生す

るため、誕生日の前日以降（国民年金の繰上げ受給者は除く）に下記の書類をご提出くださ

い。 

なお、書類ご提出後、お手続きが完了し「国民年金基金年金証書」を発送するまでに、２か月

程度要しますのであらかじめご了承ください。 

 

 

提出書類 
 

■国民年金基金年金請求書 

・記入方法は、３枚目の記入例をご参照ください。 

 

■国民年金基金加入員証 

・加入員証を添付できない方は、年金請求書の「⑩国民年金基金加入員証」の「□なし 

（紛失のため）」に「レ」をご記入ください。 

 

■金融機関の証明または通帳かキャッシュカードのコピー 

・金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが記載された面の通帳のコピーまた

はキャッシュカードのコピー（ネット銀行の場合はこれらの内容を確認できる画面のコピーで

も可） 

 

■請求される方の住民票（コピー不可） 

・お誕生日前日以降で６か月以内に発行された住民票をご提出ください。 

 

⚠「国民年金基金年金請求書」で「繰上げて受給している」に「レ」をした方 

・日本年金機構発行の「国民年金・厚生年金保険年金証書」または、「年金決定通知書・支給

額変更通知書」のコピーをご提出ください。 

 

 

 

年金の支払いについて 
 

■年金額が１２万円以上の場合→年６回偶数月に振込 

（例）対象月（令和６年４月分と令和６年５月分）→振込月（令和６年６月） 

 

■年金額が１２万円未満の場合→年１回偶数月の振込 

最初に支払われる年金額は、受給権発生年月の翌月分から支払い月の前月分までとなり、

初回支払いが１年分とはならない場合もあります。 

 

⚠支払い回数にかかわらず、年金は対象月が経過してからの後払いです。 



国民年金基金の年金請求手続きのご案内 

国民年金基金の年金をお受け取りいただく手続きが必要なため「国民年金基金年金請求書」 

をお送りします。必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。 

※当基金の年金には繰下げ制度はございません。６５歳を過ぎている方は速やかにご提出 

をお願いします。 

（最終掛金の収納確認等により２か月を超える場合がありますのでご了承ください。） 

◆ご提出していただく書類◆ 

・【国民年金基金年金請求書】※お誕生日以降にご提出ください。 

・【国民年金基金加入員証の原本】※紛失の場合は不要です。 

・【通帳等のコピーまたは金融機関証明印】 

【注意事項】 

・この書面のミシン目を切り取り、右ページ(提出用)をご提出ください。 
・ご記入の際は、鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。 

・貯蓄預金または法人・屋号付の口座への振込みはできません。 

・普通・当座以外の預金種目の口座への振込みはできません。 

・海外居住者の方で海外口座指定希望の場合は当基金までご連絡ください。 

【該当者のみ】 

□６５歳前に老齢基礎年金を繰上げ受給されている方は、裏面をご確認ください。 

□氏名変更がある方は、戸籍抄本または変更前後の氏名が記載された住民票をご提出ください。 

□外国にお住まいの方は「在留証明」をご提出ください。 

□成年後見等を伴う変更がある場合は、お手続きの都度「登記事項証明書」等(※発行から 

6か月以内のもの)が必要となりますので、詳細は当基金までご連絡をお願いします。

①加入員番号 ②加入員氏名 ③性別 ④生年月日

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏 名 

⑤郵便番号 市区町村コード ⑥電話番号 ⑦電話番号

記入不要 

⑧住  所 

⑨年金の受取口座（加入員名義の口座） ※❶か❷のどちらかをご指定ください。

❶
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
以
外

❷
ゆ
う
ち
ょ
銀
行 

⑩国民年金基金加入員証 ※原本をご提出ください。

あり ・ なし（紛失のため） 

⑪該当する場合は【✓】をご記入ください

６５歳になる前に老齢基礎年金を繰上げて受給している。 

※繰上げて受給している方は、「国民年金・厚生年金保険年金証書」のコピー

または、「年金決定通知書・支給額変更通知書」のコピーをご提出ください。

６６歳以降に老齢基礎年金を繰下げて受給する予定である。  ※国民年金基金は繰下げできません。

障害基礎年金を受給している。 

⑫署名欄

※以下の内容をご確認いただきご署名ください。

私は、貴基金が国民年金(老齢基礎年金等)の状況を日本年金機構に照会することに同意し、上記の通り請求します。

年     月     日  

 通 帳 記 号 通帳番号(右詰めでご記入ください) 

ー 

本店 

支店 

出張所 

本所 

支所 

【ご不明な点に関するお問い合わせ先】 

全国国民年金基金 

〒107－0052

東京都港区赤坂8-1-22 NMF青山一丁目ビル9階 

TEL：０５７０－００８－００２ 

TEL：０３－６８０４－２２０２ 

受付時間：土日祝日を除く午前９時～午後５時

国民年金基金年金請求書

令和   年 月   日提出 

(基金使用欄) 

□60歳 □特定 □扶養

提 出 用

□本体確認（入金・上下・免除）

□９営確認

□本体確認により補正

担当者 

202512 

誕生日以降にご提出ください

必ず下記の書類を添えてご提出ください。 

◆受取口座の証明は以下の「ア」もしくは「イ」のどちらかが必要です。

ア 金融機関の窓口で証明を受けてください。

イ 通帳等のコピー(銀行名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人

が記載されたページ)を添付してください。

金 融 機 関 証 明 欄 

【金融機関の方へ】 

加入員氏名フリガナと口座名義人氏名フリガナが

同一であることをご確認ください。 

（基金使用欄） 

老齢基礎年金の受給権発生月 

年 月 

 

銀行 

信用金庫 

信用組合 

労働金庫 

農協 

漁業 

受 付 日 付 

加入員氏名 

支店コード 金融機関コード 

金
融
機
関
の
窓
口
で
証
明
を
し
て
も
ら
う
か

ま
た
は
通
帳
の
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を
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年金請求書のオンライン手続きはこちら→ 



ここを確認します。 

ここを確認します。 

ここを確認します。

 
   ここを確認します。 

 空欄の場合は右ページの 

「年金決定通知書・支給額変更通知書」 

     をご提出ください。 

〇該当者【６５歳になる前に国民年金 老齢基礎年金を繰上げ受給されている方】のみご提出する書類 
 
   
 ・ 日本年金機構発行の「国民年金・厚生年金保険年金証書」のコピー 

        または 「年金決定通知書・支給額変更通知書」のコピー 
 
 ※老齢基礎年金の減額された金額が記載されているもの（下図）をご提出ください。 
 

  なお、ご提出できない場合は当基金から日本年金機構に年金の受給状況を照会いたします。 

 

 ・老齢基礎年金及び繰上げ受給については、日本年金機構で確認できます。 

   ねんきんダイヤル（０５７０－０５－１１６５） 

 
◆年金の支払いについて◆ 

  【年金額が１２万円以上の場合→年６回偶数月に振込】 

（例）対象月（令和７年４月分と令和７年５月分）→振込月（令和７年６月） 

 

【年金額が１２万円未満の場合→年１回偶数月に振込】 

  最初に支払われる年金額は、年金支給開始年齢の誕生月の翌月から支払い月の 

  前月分までとなり、初回支払いが１年分とはならない場合もあります。 
 

  ※支払い回数にかかわらず、年金は対象月が経過してからの後払いです。  

 

記入例 

・黒のボールペンではっきり、わかりやすく記入してください。 

・記入を誤った場合は、二重線で消して訂正してください。訂正印は不要です。 

【注意事項】 

・⑫署名欄は必ずご記入ください。記入がない場合はお手続きできません。 

・口座証明がないとお手続きできません。必ず金融機関の窓口で証明をしてもらうか、 

 通帳等のコピーを添付してください。 

口座名義人はご本

人のお名前のみに

限ります。（ネンキン

ヨウやベツクチ及び

屋号付きは不可） 

該当する場合は

「✓」を記入して

ください。 

預金種目を必ず記入

し、口座番号は右詰め

で記入してください。 

ご本人の氏名を必ずご記入ください。 

（ご本人以外のお名前または記入がな

い場合はお手続きできません） 



切り取って、宛先としてご利用ください。

届出先


